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第 1章 労働保瞼事務組合制度

I事務組合制度の趣旨

労働保険の保険加入手続や労働保険料の申告・納付の手続、雇用保険の被保険者に関する

手続、石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下 「石綿健康被害救済法」)イこ基づく一

般拠出金の納付手続など、労働保険及び一般拠出金に関する事項 (以下 「労働保険事務」)

の処理は、 専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主にとつては、負担となるこ

とが少なくありません。そこで、中小事業の事業主を構成員 とする事業協同組合、商工会な

どの事業主の団体が厚生労働大臣の認可を受け、委託を受けた事業主等に代わって労働保険

事務の処理をすることを認めた制度を労働保険事務組合制度といいます。

このことにより、事業主の事務処理面の負担の軽減を図るとともに、労働保険の適用促進

を図る観点からも労働保険事務組合制度の果たすべき役割は大きいものがあります。

Ⅱ 事務組合の定義
1.労働保険事務組合 (以 下 「事務組合」)と は、中小企業等協同組合法第 3条に規定する事

業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主団体又はその連合団体 (以下 「団体」)が、

その構成員である事業主又はその構成団体の構成員である事業主並びに当該構成員でな

い事業主であって一定の範囲のものの委託を受けて労働保険事務を処理するために、厚

生労働大臣の認可 (都道府県労働局長 (以下 「労働局長」)に委任)を受けた場合に、その

認可を受けた事業主団体等の呼称です。

したがつて、事務組合の認可を受けたことによつて全く新 しい団体が設立されるわけで

はなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険

事務を代理 して処理するものであって、事務組合たる団体等の組織は当該既存の団体等

のそれ と同一です。

2,事務組合の認可を受けることのできる団体等としては、定款、規約等で定める事業内容

からみて労働保険事務の処理が可能なものであることが必要です。なお、団体等が法人

であるかいなかは問いませんが、法人でない団体等にあっては代表者の定めがあること

のほか、団体等の事業内容、構成員の範囲が定款等において明確に定められ、団体制が

明確でなければなりません。

3.事務組合は事業主の代理人として、労働保 [父料その他労働保険に関する事務を処理する

ものですが、通常の代理人とは異なり、政府 との関係において、一定の要件の下に通常

の代理人としての責任以上に特別の責任を負 うこととされています。

4.事務組合は、事業主の代理人として労働保険事務を処理するものであって、健康保険法

の規定に基づき設立される健康保険組合のように保険者 として保険事業を管掌するもの

ではありません。

5,事務組合は、事業主の代理人として 「労働保険事務組合事務処理規約」 (以下 「事務処理

規約」)に基づき労働保険事務を処理 します。
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Ⅲ 母体団体の責任

団体の事業の一環として労働保険事務を行 うことについて認可するのが事務組合制度です

から、団体なくして事務組合の運営が行われることはありません。言い換えれば事務組合は

団体自らの責任において運営されることとなります。

1,事務組合の運営を管理する責任

事務組合としての労働保険事務は定款等団体の根本 となる事項を定めた規則 (以下 「定

款」)イこ定められ、団体の事業として運営されるものですから団体の他の事業と同様に適正

な管理をしなければならない責任があります。

2.事務組合を健全に運営する責任

事務組合としての労働保険事務が法的、経済的、社会的に健全な運営がなされるために

は、団体自体の運営が健全でなければなりません。団体運営が充実してこそ事務組合も健

全な発展を遂げることができるのです。

3.「事務組合の責任」を果たす責任

事務組合の責任は関係法令等に定められた事項について事務処理を行 う他、団体構成員

との委託契約内容を表わした 「事務処理規約」に基づいて事務処理を行 うことですが、事

務組合 とは、団体が事務組合業務を行える一種の資格ですから、これ らの内容については

団体自体が責任をもつて対処しなければなりません。

1.労働保険関係法令の規定により委託事業主が国に納付 しなければならない労働保険料等

を徴収する仕事を行 う責任があります。

2.事務組合の委託事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納

付のため、金銭を事務組合に交付 したときは、その金額の限度で、事務組合は国に当該

徴収金の納付を行 う責任が生じます。

3,労働保険関係法令の規定により国が徴収金又は延滞金を徴収する場合において、その徴

収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合は国に姑

して当該徴収金の納付を行 う責任が生じます。

4.国が委託事業主に対 して行 うべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告

知その他の通知及び還付については事務組合に行います。事務組合がこれを受けた場合

には当該事業主に伝える責任があります。

5。 厚生労働省令等で定めるところにより、労働保険事務に関する諸帳簿等を団体の事務所

に備え付けておかなければなりません。

事務組合の
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6.事務組合は労働保険事務を処理するうえで必要な資料等を委託事業主から受け、又は委

託事業主へ与えなければなりません。その事務処理を円滑、適正に行 うために、日頃か

ら事務組合は委託事業主を指導しておかなければなりません。

7.事務組合の虚偽の届出報告証明等によつて不正受給が行われた場合には当該不正受給者

と連帯 して受給金額を返還 しなければなりません。また、故意に過少申告 して保険料の

徴収を免れた場合には当該保険料と追徴金を納付しなければなりません。

V 事務組合業務の認可取消

許可を受けた事務組合が次のいずれかに該当する場合には許可を取 り消すことがあります。

1,労働保険関係法令の規定に違反 したとき

2.労働保険事務の処理を怠つたとき

3.労働保険事務の処理が著しく不正であるとき

4.認可基準の規定に反するとき

5。 認可時に付 した条件に反するとき

Ⅵ 委託できる事業主の範囲
1.事務組合に労働保険事務 を委託できる事業主の範囲

事務組合として認可を受けた母体となる団体の構成員及び構成員以外の事業主で (1)～ (3)

に該当する事業主です。

(1)日 本標準産業分類による金融業、保険業、不動産業、小売業にあつては、その使用する

労働者数が常時 50人以下の事業主

(2)卸売業、サービス業にあつては、その使用する労働者数が常時 100人以下の事業主

(3)上記以外の業種は、その使用する労働者数が常時 300人以下の事業主

2.構成員以外の事業主の利用の取 り扱 い

(1)事務組合制度本来の目的が団体構成員たる中小事業主に対する労働保険に関する指導援

助にあり、こうした構成員を基本 とした団体の的確な運営基盤の うえに事務組合制度の

運営が確保される趣旨からみて構成員以外の事業主 (以下 「員外者」)の委託は例外的な

措置です。

(2)員外者 とは、団体設立の趣旨及びその構成員 としての加入要件等、団体設立の基本法令

上当然に構成員 となることができない者その他構成員 となることを要 しない者であつて、

事務組合に事務処理を委託 しなければ労働保険の加入が困難であるもの、その他委託に

より事務処理の負担が軽減されると認められるものがこれに該当します。

(3)団体設立の準拠法令等に員外者利用の制限に関する規定がある場合は、その範囲内とし、

その規定がない場合は全委託事業主の 100分の 20以内に限られます。
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〈委託事業主の範囲に関する留意点〉

ア 労働者数が「常時 300(100、 50)人以下」とは、常態としてその人数以下の労働者

を使用することをいいます。一時的に超えることとなった場合でも、常態としてそ

の人数以下であれば 「常時 300(100、 50)人以下」に該当します。

イ  「常時 300(100、 50)人以下」とは、個々の事業場単位ではなく、企業全体の労働

者数となります。 したがつて、一つの企業に工場、支店等がいくつもあるときは、

それぞれに使用される労働者の数を合計 したものとなります。ただし、同一事業主

が、場所的に独立した異業種事業 (例 えば、製造業と小売業)を営む場合は、労働

者数の計算にあたっては、それぞれの事業を別個の事業として取扱います。

ウ 適用事業としての事務組合の母体団体の事業場については本来、委託関係が存在す

ることはありえませんが、便宜上委託と同様の取扱いをします。

ただし、この場合は個別事業主として自らの労働保険事務を併せ処理 しているもの

にほかならず、徴収法第 38条第 1項にい う「構成員である事業主の委託」を受けて

処理するものではありませんから、報奨金の算定基礎には含まれません。

Ⅶ 委託できる事務の範囲

事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行 うべ

き 「労働保険料の納付その他労働保険に関する事務 (印紙保険料に関する事項を除く。)と 一

般拠出金に関する事務」のすべてで、その具体的範囲は次のとおりです。

1.事務組合に委託できる労働保険事務の範囲

(1)概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金 (以下 「労働保険料等」)及びこ

れに係る徴収金の申告・納付に関する事務

(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務

(3)雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保 [父者の転勤の届出その他雇用保険

の被保険者に関する届出等に関する事務

(4)労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する事務

(5)労働保険事務処理委託、委託解除に関する事務

(6)そ の他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

2.事務組合に委託できない労働保険の事務

(1)印紙保険料に関する手続

(2)労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行 う特別支給金に関する請求書等に

係る事務手続及びその代行

(3)雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行

(4)雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業に係る事務手続き及びその代行
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労働保険番号の付

1.労働保険番号について

回□ □□□□□□
府 県  所 掌  管 轄  基 幹 番 号 枝番号

① ② ③ ④

福井県は「18」 となる

監督署所掌は「1」 、安定所所掌は 「3」

監督署所掌は管轄監督署コー ド、安定所所掌は管轄安定所コー ド

⑤ 枝番号 委託事業のみ付与 (001～ 999)

2.事務組合の基幹番号について

当該事務組合に事務処理を委託する事業を次の表の区分ごとにとりまとめ、その区分ご

とに基幹番号が付与されます。

なお、区分及び予備コー ドは基幹番号の末尾を示します。

区 分 所 掌 区分コ
いド 予備コード

一元適用事業 (中小事業主等の特別加入者を含む) 所 3 0 1

二元適用事業で雇用保険に係る事業 所 3 2 3

二元適用事業で労災

保険に係る事業

〔を翁扁貢憲憲暮む。〕

林 業 署 1 4

建設の事業 署 1 5

林業又は建設の事業以外の事業 署 1 6 7

一人親方、家内労働者、海外派遣者の特別加入団体 署 1 8

未 使 用 コー ド 9

⑤

号

県

掌

轄

番幹

府

所

管

基

①

②

③

④
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区 分 基 幹 番 号

署

所

掌

個別
一元適用事業 (労災片保険を含む) 管轄労働基準監督署にて付与

二元適用事業で労災保険に係る事業 ア,

委託 二元適用事業で労災保険に係る事業 900004(5,6,8)

所

所

掌

個別
一元適用事業で雇用片保険に係る事業 雇用保険事務所番号に対応

二元適用事業で雇用保険に係る事業 〃

委託

一元適用事業 (労災片保険を含む) 900000
二元適用事業で雇用保険に係る事業 900002

船員雇用に係る事業 920000



3.委 託事業 ごとの労働保険番号

委託事業ごとの労働保険番号は、事務組合に付された基幹番号の次に委託ごとの 「枝番号」

を,贋次付与します。

なお、委託事業の数が多くなり、「枝番号」が 999に達 したときは、前記 2の表の予備コー

ドを用いた新 しい 「基幹番号」が付与されることとなります。

医 中小事業主等の労災保険特別加入制度

本来ならば労災保険の保護の対象にならない中小事業主及び家族従事者も、事務組合に労

働保険事務の処理を委託することにより労災保険の適用を受けることができます。

1.中小事業主等の特別加入の範囲

(1)労働者を年間通じて 1人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用する日数の合計が

年間 100日 以上となることが見込まれる場合も含まれます。

(2)数次の請負による建設事業の下請けを行 う事業主も中小事業主等の特別加入の 「事業主」

として取扱われます。この場合、自ら行 う小工事について、あらかじめ 「有期事業の一

括」扱いの保険関係を成立させておく必要があります。

(3)労働者以外の者で、その中小事業主が行 う事業に従事 している家族従事者なども特別加

入することが出来ます。

(4)株式会社などの法人の役員のうち、労働に従事 しその代償 として賃金を得ている者は労

働者となりますが、法人その他の団体である場合の代表者以外の役員 (労働者に該当し

ない者)は、この中小事業主に従事する者 として特別加入することができます。

2.中 小事業主等の特別加入申請手続

特別加入するには 「特別加入申請書 (中小事業主等)」 を、事務組合を管轄する労働基準

監督署を経由し福井労働局に提出し、その承認を受ける必要があります。
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Ⅱ 委託に関する事務
1.委託 を受ける場合

(1)事業主から「労働保険事務等委託書」(組様式第 1号、以下「委託書」)を複写により2部

提出させてください。

(2)委託承認の可否にあたつては、事務組合内部の決裁を受けた うえで、委託承認の可否及

び必要事項を記載 し一部を事業主に交付 してください。

(3)委託を承諾 した場合には労働保険番号を振出し労働保険番号欄に記入 します。

(二元適用事業において基幹番号の末尾が 2、 5、 6と いうように複数の番号振出を必要

とする場合は、それぞれの番号を記入 します。)

(4)委託を承諾 し委託書を交付する際は、事務処理規約を必ず添付 してください。

(5)委託書の手続きが完了したら速やかに「保険関係成立届 (事務処理委託届)」 の届出を行

い、併せて法定帳簿 (第 4章参照)を作成整備 し労働保険事務の手続きに支障の無いよ

うにしておいてください。また、委託書は簿冊に綴 じ込み整理保管 してください。

く留意事項〉

ア 委託関係の締結は以後の事務組合の行 う事務処理の前提 となる大切な事柄ですか

ら、必ず書面により行つてください。

イ いわゆる委託替えの場合は、事業主の意思を損なう結果とならないよう、また、事

務組合間に無用の摩擦が生じないよう注意 してください。

2.委託解除する場合

(1)事業主の申し出により委託解除する場合

ア 事業主から「労働保険事務等委託解除通知書」 (組様式第 11号、以下 「解除通知書」)

を事務処理規約で定めた日までに、複写により2都提出させてください。

イ 委託解除の可否に当たつては、事務組合内部の決裁を受けた うえで解除通知書の下都

(承認書)に必要事項を記載 し、一部を事業主に交付 してください。

ウ 前記 1の (3)の ように複数の番号を有 している場合は、それぞれの番号に係る解除通知

書を作成してください。

(2)事務組合から委託解除する場合

ア 解除通知書に解除の理由を明記して、中段の通知者欄に事務組合名及び事務組合の代表

者名を記載 し、事務処理規約で定めた日までに事業主に交付 してください。

イ 解除通知書の下部 (承認書)に事業所名及び事業主名の記載をしてもらったうえで回収

し、事務組合で保管してください。

(留意事項〉

委託関係を解除し個別加入となる事業主に対 しては、直ちに個別事業としての労働保

険関係成立に関する届出手続きを一元適用事業であれば監督署に、三元適用事業であれ

ば監督署並びに安定所に行 うよう指導してください。
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3.委託事業主に対する指導

委託事業主に封しては、次のことを指導し、励行させてください。

(1)労働者名簿を備えつけること。

(2)出勤簿を備えつけること。

(3)労働者別の賃金台帳を作成 し、賃金の支払い状況を明確に記入すること。

特に交通費 (通勤手当)の記載漏れの無いようにすること。

(4)賃金を支払 うときは雇用保険料の被保険者負担保険料額を算定し、その都度控除するこ

と。

(5)次の場合は、速やかに事務組合に連絡させること。

ア 事業主の氏名、住所又は事業場の名称、所在地、事業の種類などに変更があつたとき。

イ 労働者について雇入、所定労働時間の変更、退職、転勤又は氏名の変更があつたとき。
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組様式第1号

労働保険事務等委託書

法人番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

事 業 場 名 株式会社 ハローワーク商事
常 時 使 用
労 働 者 教

5人

事業場の所在地 福井市開発卜12卜 1
雇 用 保 険
被保険者教

5人

委 託 事 項

● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る徴収金の申告・

納付に関する事務
。 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用

保険の被保険者に関する届出等に関する事務 (個人番号関係事務を含む。)

● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提

出に関する事務
● 労災保険の特別力日入の申請等に関する事務
0その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

委 託 事務 処 理

開 始 年 月 日
(予定) 令和  7  年  4  月  1 日  より

上記のとおり貴組合に労働保険事務等の処理を委託します。

ただし、「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組様式第4号)は、貴組合が指定する期 日まで

に当方において作成し、提出します。

(郵便番号  910-3500   )

電言舌 (0776)―  (52)
3150  番

令和  7年   3月  20 日 住所  福井市開発卜12卜 1

事業主の

労働保険事務組合福井中央商工会
氏名

株式会社ハローワーク商事
代表取締役 福井 大助

労 働
保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 上 記 の 委 託 を承 諾 します 。

1 8 3 0 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0

不

承

諾
の

理

由

労 働
保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

労 働
保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

令不日  7年   3月  20 日
労働保険事務組合

名  称  福井中央商工会

労働保険

事務組合
所 在 ナl“

(郵便番号  910-3559  )

電話 (0776)― (22)
0112 番

福井市春山1-卜54

株式会社 ハローワーク商事
代表取締役 福井 大助

殿

の

代表者氏名
田中 ―郎
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組様式第11号

労働保険事務等委託解除通知書

労

番
働  保 険

号

府県
所

掌 管轄 基幹番号 枝番号 険

所
号

鵬
業

雇
事
番

1 8 0 1 1 0 0 3 2 1 1

1 8 3 0 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0

事 業 場 名 株式会社 ハローワーク商事
用
数

使
者

時
働

常
労

5

人

事 業 場 の 所 在 地 福井市開発卜121-1
険
数

保
障

用
保

雇
被

5

人

委

の

託 角卒 除

由理
事業廃上の為

委 託 解 除 年 月 日 令和   7  年  3  月  31  日

上記の理由により労働保険事務等の委託を解除することとしましたので通知します。

郵イ更番号 910-8509 電話番号   0776-52-8150

令和  7 年 3 月 10 日 名 称   株式会社 ハローワーク商事

所在地 福井市開発1-12卜 1

代表者氏名   代表取締役 福井 大助

労働保険事務組合福井中央商工会 殿

令和  7 年 3 月 10 日付で通知がありました労働保険事務等の委託解除を

認めます。

郵便番号 910-8559 電話番号   0776-22-0112

令和  7 年 3 月 10 日 名 称  労働保険事務組合福井中央商二会

所在地 福井市春山トト54

株式会社 ハローワーク商事
代表取締役 福井 大助

代表者氏名

殿

田中 ―郎
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Ⅲ 委託事業場に関する届出等事務
1.届出等

(1)労働保険事務の処理を受託 した とき

「労働保険保険関係成立届 (事務処理委託届)」 (様式第 1号、以下「成立届」)を事務組合

の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所 (以下「① 管轄安定所」)又は監督署 (以

下 「① 管轄監督署」)イこ提出してください。

雇用保険の新規適用を伴 う場合は「雇用保険適用事業所設置届」(以下「設置届」)及び「雇

用保険被保険者資格取得届」(以下「取得届」)を、個別からの委託又は委託替えの場合は「雇

用保険事業主事業所各種変更届」(以下「各種変更届」)を提出してください。なお、提出先は

委託事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 (以下 「◎ 管轄安定所」)です。

ア 新たに保険関係が成立した事業場が事務委託 した場合 (新規成立委託 )

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保「父 成立届 ⑩ 管轄安定所

一元両保険

一元雇用保険

二元雇用保険

成立届 ③管轄安定所

設置届、取得届 ③管轄安定所

二元労災保険 成立届 ⑩ 管轄監督署

イ 個別で保険関係が成立している事業場が事務委託 した場合

他の事務組合から委託替えした場合

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保険 成立届 ⑩管轄安定所

一元両保険

一元雇用保険

二元雇用保険

成立届 ⑩管轄安定所

各種変更届 ③管轄安定所

二元労災保険 成立届 ④ 管轄監督署

(注)個別からの事務委託については、委託前の確定保険料申告書の提出を指導 してください。

(2)委託を解除 したとき

「労働保険事務処理委託解除届」(様式第 17号、以下、「委託解除届」)を ⑩ 管轄安定所又

は(③ 管轄監督署に提出してください。
事業の廃上による委託解除の場合には「雇用保険適用事業所廃止届」 (以下「廃止届」)及

び雇用保険被保険者資格喪失届 (以下 「喪失届」)をΘ 管轄安定所に提出してください。
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ア 保険関係が消滅したことにより委託解除する場合 (事業廃止 )

イ 委託事業場が個別へ移行する場合及び委託替えの場合

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保険

一元両保険

一元雇用保険

二元雇用保険

委託解除届 ⑩ 管轄安定所

二元労災保険 委託解除届 ⑩ 管轄監督署

(注)個別移行については、移行後の労働保険成立届、各種変更届の提出を指導 してください。

(3)次の事項に変更が生 じた場合

「労働保険名称、所在地等変更届」(様式第 2号、以下「名称、所在地等変更届」)、 及び雇

用保険が成立している事業については各種変更届を提出してください。

ア 事業主又は事業の名称、所在地、事業の種類に変更があつた場合

① 事業主又は事業の名称、所在地、事業の種類に係る変更

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保険 名称、所在地等変更届 ⑩ 管轄安定所

一元両保険

一元雇用保険

二元雇用保険

名称、所在地等変更届 ⑩ 管轄安定所

各種変更届 ⑤管轄安定所

二元労災保険 名称、所在地等変更届 ⑩ 管轄監督署

(注)法人の代表者の変更については、提出の必要はありません。

② 事業が他の安定所管内に移転した場合

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保険 委託解除届 ⑩ 管轄安定所

一元両保険

一元雇用保険

二元雇用保険

委託解除届 ⑩管轄安定所

廃止届、喪失届等 ◎管轄安定所

二元労災保険 委託解除届 ⑩ 管轄監督署

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保険 名称、所在地等変更届 ⑩ 管轄安定所

一元両保険

一元雇用保険

二元雇用保険

名称、所在地等変更届 ⑩管轄安定所

各種変更届 移転後の⑤ 管轄安定所

二元労災保険 名称、所在地等変更届 ⑩ 管轄監督署
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イ 保険関係に変更があつた場合

① ―元適用事業の両保険から労災保険のみに変更した場合

一元適用事業の労災保険のみから両保険に変更した場合

② ―元適用事業の両保険から二元適用事業に変更した場合

二元適用事業から一元適用事業の両保険に変更した場合

(留意事項)

(a)委託事務は、事務の基本である事務処理規約の定めるところに従い正確かつ迅速に

処理されなければなりません。

(b)事務組合は、常時委託事業主との連絡を密にして、届出事項を正確に把握するた

め、委託事業主からの届出 (申 請)事項の通知 (報告)は、なるべく文書によつて行つ

てください。電話や日頭で受けた場合は、必す記録 し、行き違いや間違いの生じな

いようにしてください。

(c)離職証明書の記入に必要な賃金の支払状況は必ず文書で報告させてください。

(d)事業主・事業場の変更及び労働者 (被保険者)の異動に関する届出にあたつては、事

務組合の備付け帳簿へ必す記録 してください。

(e)雇用保険の被保険者への各種の確認通知行為を必ず履行 してください。

取扱事例 提出書類 提出先

一元労災保険

↓

一元両保険

成立届

※名称、所在地等変更届でも可
⑩ 管轄安定所

設置届、取得届 (転勤届) ⑤ 管轄安定所

一元両保険

↓

一元労災保険

名称、所在地等変更届 ⑩管轄安定所

廃止届、喪失届等 Θ管轄安定所

取扱事例 提出書類 提出先

一元両保険

↓

二元雇用保険

二元労災保険

委託解除届 ⑩ 管轄安定所

成立届
⑩ 管轄安定所

⑩ 管轄監督署

各種変更届 ⑤ 管轄安定所

二元雇用保険

二元労災保険

↓

一元両保険

委託解除届
⑩ 管轄安定所

⑩ 管轄監督署

成立届 ⑩ 管轄安定所

各種変更届 ⑤ 管轄安定所

-19-



2.保 険関係成立届について

成立届は徴収法上の適用事業としての基本となる重要な届書ですから、誤 りのないように

記入 して提出ください。なお、この保険関係成立届は、事務処理委託届も兼ねています。

(1)労働保険事務の処理を受託した場合

(2)保険関係変更に伴い、労働保険番号が変更となつた場合

(留意事項〉

記入にあたつては、届書 4枚 目の 〔記入に当たつての注意事項〕のほか、下記の各事

項にも十分注意のうえ記入してください。

ア 届書の提出先及び届出年月日を記入する。

イ ①欄は、継続事業の一括の認可を受けている事業を除き、記入を省略して差し支え

ない。

ウ 「※労働保険番号」欄は、事務組合で記入する。

工 ②欄及び①～⑩欄は、事業と事業主の内容を混同させない。

オ ③欄は、業種の決定上極めて重要な事項のため、製造工程又は作業内容及び製品名

等について事業主から十分聴取し、労災保険率適用事業細目表を参照したうえで事

業の種類が明確にわかるように記入する。当該欄に書ききれない場合は、事業内

容を詳細に記載した別紙を添付する。

力 ④欄は、労災保険率適用事業細目表に基づく事業の種類及び事業の種類の番号 (4

桁)を記入する。

キ ⑤欄は、委託前に保険関係が成立しているときは、該当する保険関係に丸印を、新

規成立のときは、斜線を引く。

ク ⑥欄は、それぞれ最初にその事業が適用事業となった年月日を記入する。したがつ

て個別又は他の事務組合から委託換えしたときは当初の成立年月日を記入する。

ケ ⑨欄は事務組合の名称を記入する。

コ ⑪欄はその事業が最初に適用事業となつた年月日を記入する。

サ ⑮欄は、個別から委託及び他の事務組合から委託換えしたときは、委託前に成立し

ていた保険関係に係る労働保険番号を記入する。

シ 「※雇用保険の事業所番号」欄に雇用保険の事業所番号を記入する。

ス 読取部の記入に際しては、できるだけ丁寧に記入する。

※委託換えの場合で、特別加入を委託先の事務組合で継続委託する場合には、旧の事務

組合が発行する委託解除通知書の写 しを添付することで、特別加入申請書を提出しなく

ても特別加入の継続ができます。
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3.事務処理委託解除届について

委託している事業が以下に該当する場合は、委託解除届を届け出てください。

(1)委託している事業を委託解除した場△
,口

(2)保険関係変更に伴い、労働保険番号が変更となった場合

(留意事項〉

記入にあたつては、届書欄外の 〔注意〕書きのほか、下記の各事項にも十分注意のう

え記入 してください。

ア 届書の提出先及び届出年月日を記入する。

イ  「④労働保険番号」欄、「⑤事務処理委託解除年月日」欄、「⑥委託解除理由」欄

は、事務組合で記入する。

ウ ②欄及び③欄は、事業と事業主の内容を混同させない。

4.名 称、所在地等変更届について

次の事項の全部又は一部に変更が生じた時は必ず提出ください。

(1)事業、事業主の名称、所在地、郵便番号及び電話番号

住居表示変更のときも、届け出てください。

(2)事業の種類

(注)成立届を提出の際に事業の種類を誤つて届出してあることを発見したときは、

速やかに監督署・安定所を経由して徴収室に届け出てください。

ア

イ

ウ

エ

(留意事項〉

記入にあたつては、届書 4枚 目の 〔記入に当たつての注意事項〕のほか、下記の各事

項にも十分注意のうえ記入してください。

届書の提出先及び届出年月日を記入する。

「⑨労働保険番号」欄は事務組合で記入する。

①欄及び②欄は事業と事業主の内容を混同させない。

変更事項が明確にわかるようにするため、「変更前」の各欄はすべて記入し、

「変更後」の各欄は変更のあつた事項に係る内容のみ記入する。

オ ⑦欄は、事業の種類変更に伴い労災保険率も変更されることが非常に多くあるため、

事業内容について事業主との連絡調整を密にして誤 りのないように記入する。また、

事業の種類の番号も 4桁で記入する。当該欄に書ききれない場合は、事業内容を

詳細に記載 した別紙を添付する。

※お願い :届書下方の余白に、事務組合名の記載をお願いいたします。
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様式第 15号 (第 64条関係)(1)

労働保険等労働保険事務等処理委託解除届
提出用

下記事業について委託解除があつたので届けます。

00年 0 月 00日

福井  労 働 局 長 殿

□□ □□

団 ―□回】

こ′労働保険番号

(1, 茎 碑 3号 ほ  と  弓

1 8 3 0 1 9 1 2 3 4 0 7 8 9
ｔ
小
―
）

:事務処理委託解除年月日 (元 号:今和,は 9) r● 委託解除騒由

種 別 辛修正項目番号

ヽデータ指示 コー ド そヽ再入力区分

l.11柔 嘩止

2 委言七換え
~13 1い

」けれa入
｀
半,労働者なし

■修正項 目

3 I 6

0 0 ぴ
①

事

務

組

合

い

所

在

地

〒 910-0006

福井市中央 1丁 目 7-8

口

名
　
務

福井中央事務協会

TEL(0776)― (20)-0396
い
代
表
を
氏
名

会長 大野 一男

②

事
　
業

10所 在 地
福井市中央 3丁 目 1-5

郵 便 番 号

〒  910 -0006

慟 名  称 越前商事株式会社

電 話 番 号

0776-  23 - 0174番

③

事

業

主

lイl住  所

(雲琴琴色)

福井市中央 3丁 目 1-5
郵 便 番 号

〒  910 - 0006

l耐 名  称 越前商事株式会社

電 脳 番 号

0776-  23 - 0174番

ケⅢ氏  名

(

法人のときは

代 表 者 氏 名 )

代表取締役 越之国 太郎

務
士
配
載
口

社
会
保
険
労

提 出 代 情 ●・ 氏    名 電苫番号

〔注意〕

で表示された枠 (以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読取

りを行うのでこの用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。

2.記入枠の部分は、必ず黒色のポールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラピア数字で明臓に

記載すること。

3.※印のついた記入枠には配載しないこと。

4.③綱には、右のI.2.3。 いのうち、該当するものの数字を配入すること。
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5.委託事業に関する届出等事例

取 扱 事 例
事 務 処 理

提 出 先 留 意 事 項
内 部 処 理 届出・申請等の種類

1.労働保険事務処理の委託を受けた

とき

■事務委託書の取り交わし

■賃金等の報告の受理

■委託事業主名簿記載

■徴収及び納付簿記載

■事務等処理簿の整理

■事務処理規約の交付

■保険料申告書

■申告書内訳
労働保険徴収室

新

規

委

託

死

適

用

事

業

(1)一元労災・雇用の

適用事業

■成立届 (事務処理委託届)

■雇用保険適用事業所設置届

■  〃 被保険者資格取得届

■  〃  〃 転勤届

■特別加入申請書

(中 小事業主等)

①管轄安定所

◎管轄安定所

④管轄監督署

例一元労災の

適用事業

■成立届 (事務処理委託届)

■特別加入申請書

(中小事業主等)

④管轄安定所

④管轄監督署

(31-元雇用から一元

労災・雇用適用事

業 (労災を新規委

託)

■成立届 (事務処理委託届)

※名称、所在地変更届でも可

■特別加入申請書

(中 小事業主等)

①管轄安定所

①管轄監督署

(4)一元労災から一元

労災・雇用適用事

業 (雇用を新規委

託 )

■成立届 (事務処理委託届)

※名称、所在地変更届でも可

■雇用保険適用事業所設置届

■  〃 被保険者資格取得届

■特別加入申請書

(中小事業主等)

④ 管轄安定所

ド妻
管轄安定所

④ 管轄監督署

ブE

適

用

事

業

(1)三元雇用の

適用事業

■成立届 (事務処理委託届)

■雇用保険適用事業所設置届

■  〃 被保険者資格取得届

■  〃  〃 転勤届

④管轄安定所

「 ③管轄安定所

(2)二元労災の

適用事業

■成立届 (事務処理委託届)

■特別加入申請書

(中小事業主等)

① 管轄監督署

そ
の

他
の

適

用

事

業

一人親方、家内労働

者等の特別加入団

体、又は海外派遣者

特別加入事業

■特別加入団体に関する

書類の整理

■成立届 (事務処理委託届)

■特別加入申請書

(一人親方等)

■特別加入申請書別紙

(一人親方等名簿)

■特別加入申請書

(海外派遣者)

■特別加入申請書別紙

(海外派遣者名簿)

④管轄監督署

個
委 別
託 か
替 ら
え 委

託

個別から事務組合に

委託する場合及び他

事務組合からの委託

替え

■事務等処理簿の整理

■適用事業所及び被保険者

に係る関係書類の継承等

の事務処理

■成立届 (事務処理委託届)

■雇用保険事業主事業所

各種変更届

④ 管轄安定所

(二元労災適用のみ

① 管轄監督署)

③ 管轄安定所
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取 扱 事 例
事 務 処 理

提 出 先 留 意 事 項
内 部 処 理 届出・申請等の種類

2.委託事業に変更があつたとき ■委託事業主名簿の整理

■徴収及び納付簿の整理

■事務等処理簿の整理

事
業
主

及
び

名
称

所
在
地

変
更

事業主、事業場の

名称変更及び住所変更

■名称、所在地等変更届

■雇用保険事業主事業所

各種変更届

① 管轄安定所

(二元労災適用のみ

③ 管轄監督署)

⑤ 管轄安定所

法人の

代表者変更

の場合は

届出不要。

住所表示の

変更が行わ

れた場合に

も届け出て

ください。

管
轄
が
異
な
る
所
在
地
変
更

(J一元適用・三元雇

用保険の安定所管

轄が異なる所在地

変更

■名称、所在地等変更届

■雇用保険事業主事業所

各種変更届

①管轄安定所

移転後の

◎管轄安定所

12)二元労災保険の監

督署管轄が異なる

所在地変更

■名称、所在地等変更届 ④ 管轄監督署

事
業
の
種
類
変
更

(J一元適用又は

二元適用事業内での変更

■名称、所在地等変更届

■雇用保険事業主事業所

各種変更届

③管轄安定所

(二元労災適用のみ

③管轄監督署)

⑤管轄安定所

(2)一元適用事業か ら

二元適用事業へ変更

(例〉

18302-984560

-う 18302-984562

18103-934565

18103-934566

■事務処理委託解除届

■雇用保険事業主事業所

各種変更届

■成立届 (事務処理委託届)

①管轄安定所

◎管轄安定所

④管轄安定所

及び

③管轄監督署

(創二元適用事業か ら

一元適用事業へ変更

(例〉

18302-934562

18103-934565

-'18302-934560

■事務処理委託解除届

■雇用保険事業主事業所

各種変更届

■成立届 (事務処理委託届)

③管轄安定所

及び

①管轄監督署

③管轄安定所

⑪管轄安定所
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取 扱 事 例
事 務 処 理

提 出 先 留 意 事 項
内 部 処 理 届出・申請等の種類

特

男町

力口

入

1こ

関

す

る

変

更

位)中小事業主等の氏名、業務

又は作業の内容、事業主と

の関係、新たに特別加入者

でなくなった者の変更

■委託事業主名簿の整理

■徴収及び納付簿の整理

・特別加入に関する変更届

(中小事業主及び一人親方等)

・特別加入に関する変更届

(海外派遣者)

④管轄監督署

(21給付基礎 日額の変更

(一人親方、家内労働者等の

特別加入団体)

・給付基礎 日額変更申請書

(特別加入)

(保険年度途中での変更は

認められません)

③管轄監督署 中小事業主

等及び

海外派遣者

の日額変更

は年更時に

申告内訳書

に変更日額

を表示 し、

申請書の

提出に変え

ます。

俗)特別加入を脱退する場合 ・特別加入脱退申請書

(中小事業主等)

④管轄監督署 脱退は

特別加入者

全員が対象

です。

なお、

委託解除の

場合は提出

を省略でき

ます。
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取 扱 事 例
事 務 処 理

提 出 先 留 意 事 項
内 部 処 理 届出・申請等の種類

3.労働保険事務組合の委託を解除し

たとき

■委託事業主名簿の整理

■徴収及び納付簿の整理

■事務等処理簿の整理

■委託解除通知書の

取り交わし

■保険料申告書

■申告書内訳

労働保険徴収室

委

託

解

除

:アこ

適

用

事

業

(〕一元適用事業の廃

止

■事務処理委託解除届

■雇用保険適用事業所廃止届

■雇用保険被保険者

資格喪失届

■ ″ 離職証明書

④ 管轄安定所

③ 管轄安定所

(21-元適用事業で個

別への移行及び他

組合への委託替え

■事務処理委託解除届 ①管轄安定所 雇用保険

関係書類を

事業主に

返却

事業主に

個別として

の成立届

提出の指導

(31-元適用事業で雇

用の事業の廃止

(労災のみ残る)

■事務処理委託解除届

■雇用保険適用事業所廃止届

■雇用保険被保険者

資格喪失届

■  ″ 離職証明書

③管轄安定所

③管轄安定所

万

適

用

事

業

(J二元雇用の

適用事業の廃止

■事務処理委託解除届 ④管轄安定所

⑤ 管轄安定所

(21二元雇用の

適用事業で

個別適用への移行

及び他組合への

委託換え

■事務処理委託解除届 ④ 管轄安定所 雇用保険

関係書類を

事業主に

返却

事業主に

個別として

の成立届

提出の指導

(3)三元労災の

適用事業で

。廃止

・個別適用への移行

・他組合への委託

換え

■事務処理委託解除届 ④ 管轄監督署
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取 扱 事 例
事 務 処 理

提 出 先 留 意 事 項
内 部 処 理 届出・申請等の種類

委

託

解

除

そ

の

他

伍)一人親方、家内労

働者等の特別加入

団体の事業廃止

■委託事業主名簿の整理

■徴収及び納付簿の整理

■委託解除通知書の

取り交わし

■事務処理委託解除届 ③管轄監督署

121海外派遣者の特別

加入事業の事業廃止

13)海外の事業終了 ■委託解除通知書の

取り交わし

■特別力日入脱退申請書 ④管轄監督署

14)三以上の継続事業

(同 一事業主)を

有する委託事業主

から、各事業に係

る保険料納付事務

の一括処理の申出

があつた場合

(新規の適用)

■委託事業主名簿の整理

■徴収及び納付簿の整理

■継続事業一括申請書 ④ 管轄安定所

(二元労災適用のみ

④ 管轄監督署)

新規に成立

する事業を

一括処理す

る場合は、

成立届を

提出して

労働保険番

号の付与を

受けた後に

一括申請を

する。
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弓
「

取 扱 事 例
事 務 処 理

提 出 先 留 意 事 項
内 部 処 理 届出・申請等の種類

4.雇用保院被保険者に係る処理 ■事務等処理簿の整理 ③ 管轄安定所

雇
用

保
険

被
保
険
者
に

係
る
処
理

但)雇用する労働者が雇用

保険の被保険者 となっ

た場合

■雇用保険被保険者

資格取得届

(注)既に雇用保険被保険者証

を受けている者について

は被保険者証を添える

確認通知書

等を事業主

に返戻する

12)雇 用する被保険者が離

職その他の理由で被保

険者でなくなった場合

■雇用保険被保険者

資格喪失届

■ 〃 離職証明書

(離職の場合)

13)雇 用する被保険者を他

の事務所に転勤 させる

場合

■雇用保険被保険者転出届
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Ⅳ 継続事業の一括

労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、一つの会社で

も支店や営業所ごとに数個の保険関係が成立することがあります。

しかし、事業主の事務処理の便宜と簡素化を図る観点から、一定の要件を満たす継続事業

については、これら複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した一つの事業 (以下「指定事業」)

でまとめて処理することができ、これを継続事業の一括といいます。この継続事業の一括は、

事業主の申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要です。

1.継続事業一括の要件

継続事業の事業主が、保険関係が成立している 2以上の事業について継続事業の一括の認

可を受けようとするときは、次のすべての要件に該当しなければなりません。

(1)継続事業であること

(2)指定事業と被一括事業の事業主が同一であること

(3)それぞれの事業が次のいずれかに該当すること

① 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

② 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

③ 労災保険及び雇用保険の両保院に係る保険関係が成立している一元適用事業

(4)それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類が同じであること。

(5)指定事業において、被―括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金の明細の把

握ができていること。

(6)労働保険事務を円滑に処理する能力を有していること。

2.継続事業の一括の効果

一括申請が認可されますと、指定事業に保険関係がまとめられ他の被一括事業についての保

険関係は消滅します。保険関係が消滅した事業については保険料の確定精算が必要です。

3.継続事業の一括の認可 (追加)申請

継続事業の一括の認可を受けようとするときは、「労働保険継続事業一括認可 (追加)申 請書」

(様式第 5号)を事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所を経由し

て福井労働局長に提出してください。

なお、被一括事業の保険関係が成立していない場合は、被一括事業の保険関係成立届を併せ

て提出してください。

4.一 括 されている事業の一部又は全部の取消

被一括事業の一部又は全部を取 り消すときは、「労働保険継続事業一括取消申請書」 (様式

第 5号)に取 り消す被一括事業を記載 し、事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署又は

公共職業安定所を経由して福井労働局長に提出してください。

なお、被一括事業の廃上による認可取消の場合は、同時に委託解除届の提出が必要です。
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5.被―括事業の名称 日所在地の変更

被一括事業の名称 。所在地が変更となったときは、「継続被一括事業名称 。所在地変更届」

(様式第 5号の 2)の必要事項を記入のうえ、事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署

長又は公共職業安定所長を経由して福井労働局長に提出してください。

6.指 定事業の労働保険番号の変更

継続事業の一括の認可を受けている事業主が下記の理由により労働保険番号が変更とな

るときは、申請により被一括事業をそのまま引き継ぐことが可能です。

(1)個別から委託

個別から事務組合へ委託した場合は、「労働保険継続事業一括変更申請書」 (様式第 5号の

2)の必要事項 (③欄に旧労働保険番号、⑪欄に新労働保【父番号)を記入のうえ、事務組合の

所在地を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所を経由して福井労働局長に提出してく

ださい。

(2)委託から個別

委託から個別に移行した場合は、移行後の労働保険成立届の提出と同時に「労働保険継続

事業一括変更申請書」 (様式第 5号の 2)を提出するよう事業主に指導ください。

なお、事務組合は指定事業だけでなく被一括事業を含めた委託解除届の提出が必要です。

(3)委託替え

委託替えの場合は、

ア 旧事務組合にて、「労働保険継続事業一括取消申請書」(様式第 5号)に委託解除する指

定事業を記載 し、旧事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所を

経由して福井労働局長に提出してください。

また、指定事業だけでなく被一括事業を含めた委託解除届の提出が必要です。

イ 新事務組合にて、「労働保険継続事業一括認可申請書」(様式第 5号)に引き継 ぐ被一括

事業を記載 し、新事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所を経

由して福井労働局長に提出してください。

※「労働保険継続事業一括認可 口追加・取消申請書」及び「労働保険継続事業一括変更

申請書/継続被―括事業名称・所在地変更届」提出の際は、下方の余白に、事務組合

名の記載をお願いいたします。
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新規申請の場合

様式第 5号 (第 10条関係)
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被―括事業の一部取消の場合

様式第 5号 (第Ю条関係)
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被―括事業の所在地の変更の場合
様式第 S号の 2(第 10条翼係)
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個別からの委託により労働保険番号が変更となる場合
極式第5号の2(第 10条例係)
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V労災保険のメリット制について

労災保険率は、事業主間の公平を期するため、事業の種類ごとに災害率等に応 じて定めら

れていますが、事業の種類が同一であつても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、

災害防止努力等によつて個々の事業ごとの災害率にはかなりの高低が認められます。

そこで、事業主の負担の具体的公平を図るとともに、災害防止努力を増進させるため、一

定規模以上の事業については、個々の事業の災害率の高低に応 じて労災保【父料率を増減させ

る制度が労災保険に係る「メリット制」と呼ばれるものです。

1.メ リッ ト制の適用を受ける事業 (継続事業 )

メリット制の適用を受ける事業は、メリット制により労災保険料率が上下される保険年度

の前々年度に属する3月 31日 現在 (以下、「基準 日」)1こおいて、労災保険に係る保険関係成

立後 3年以上経過 しており、基準日の属する保険年度から過去に遡つて連続する 3保険年度

中の各保険年度 (令和 6年度に係るのは令和 2、 3、 4年度)において、次のいずれかを満た

している事業です。

(1)100人以上の労働者を使用する事業

(2)20人 以上 100人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業に適

用される保険料率 (基準料率)から非業務災害率 (0.6/1,000)を減 じた率を乗 じて得た

数が 0,4以上の事業

(3)有期事業の一括が行われている建設の事業及び立木の伐採の事業については、確定保険

料額が 40万円以上である事業

2.メ リッ ト労災保険率

基準 日の属する保険年度から遡つて連続する 3保険年度 (令和 6年度に係るのは令和 2、

3、 4年度)におけるその事業の業務災害率の高低 (メ リット収支率)およびメリット増減率

表に基づき、その事業における労災保険率から非業務災害率を減 じた率を 40%(一括有期事

業のうち、立木の伐採の事業については 35%、 確定保険料が 1保険年度でも40万円以上 100

万円未満となる場合は 30%)の範囲内で上げ下げし、それに非業務災害率を加えた率がメリ

ント労災保険率となります。

メリント労災保険率は、5月 末の労働保険年度更新申告書の送付と同時に事務組合に通知

されます。
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メリット増減率表

一括有期事業

立木の伐採
(100万 円未満 )

立木の伐採
(100万 円以上 )

建設業
(100万円未満 )

建設業
(100万円以上 )

継続事業

立木の伐採右以外の事業

メリット収支率

Ｉ
Ｉ
　
∞
∞
　
―
―

30%減

250/o減

200/0減

150/o減

100/o減

50/o減

増減なし

50/o増

10%増

150/o増

20%増

25%増

30%増

350/o減

30%減

25%減

20%減

15%減

150/o増

20%増

25%増

30%増

35%増

30%減

250/o減

20%減

15%減

100/6減

5%減

増減なし

5%増

10%増

150/o増

20%増

25%増

300/0増

40%減

35%減

30%減

25%減

200/o減

150/o減

100/6減

10%増

15%増

20%増

250/o増

300ノ6増

350/o増

400/6増

350/o減

300/o減

25%減

200/o減

15%減

10%減

5%減

増減なし

5%増

10%増

15%増

200/o増

250/o増

300/o増

35%増

40%減

350/o減

30%減

25%減

20%減

15%減

100/o減

10%増

15%増

200/o増

250/6増

30%増

350/o増

40%増

10%以下

100/oを超え200/o以 下

200/6を 超え300/o以 下

30%を超え400/o以 下

400/′oを超え50%以下

500/oを 超え600/o以下

600/oを 超え700/o以下

700/oを超え75%以下

75%を超え85%以下

85%を超え90%以下

90%を超え100%以下

1000/oを超え110%以下

1100/oを超え120%以下

120%を超え130%以下

1300/oを超え1400/o以 下

1400/oを超え150%以下

1500/0を 超える


	20241009101323

